
４月

５月

○国民保護法の概要、計画作成
スケジュール等説明

６月

７月

○「計画素案」提示、協議

８月

９月

○「計画原案」提示、協議

10月

○中間報告

11月

○「計画原案」提示、協議

12月

１月

○「計画案」提示、協議

※　市町村等へは適宜情報提供し、協議調整を図る。
※　他県との調整は４県連絡会議等を通じて行う。

○「計画案」を国へ協議

○議会へ報告

○協議会の協議内容を踏まえ、「計
画案」を修正

第１回幹事会

第２回協議会

第２回幹事会

第１回協議会（５／３０）
○協議会委員等委嘱手続き

○幹事会の協議内容を踏まえ、「計
画原案」を修正

○幹事会の協議内容を踏まえ、「計
画原案」を修正

○「計画案」を国へ事前協議

高知県国民保護計画の作成スケジュール

平
成
１８
年

高知県国民保護協議会 事　務　局　（県）

○国の「モデル計画」と「高知県地域
防災計画」を踏まえ、[計画素案」を作
成

○幹事会の協議内容を踏まえ、「計
画素案」を修正し、「計画原案」を作
成

第３回幹事会

第３回協議会

６月

平
成
１７
年


